
就学支援金
授業料軽減
奨学のための給付金
について

令和８年度から変更される制度について説

明いたします。



就学支援金について

令和８年度（新） 令和７年度（旧）

所得判定は基本なく、国籍に関して支給額が変更します。 所得（算定基準額）によって支給額が変更でした。

生徒本人が日本国籍の場合、月額最高３８,１００円支給
されます。

親権者全員の所得合計で５９０万円未満程度は月額最高
３３,０００円支給でした。

生徒本人が外国籍の場合で令和７年度以前に入学された
生徒は月額最高９,９００円支給されます。
（高校生等・新修学支援）

親権者が１人でも国外にいる場合は、月額最高９,９００
円支給されました。

生徒本人が外国籍の場合で令和８年度に入学する生徒は
支給金額はありません。
日本に永住する生徒には月額最高９,９００円支給される
可能性はあります。

e-Shienでオンライン申請をします。 e-Shienでオンライン申請でした。

令和８年度は制度の変更があります。授業料無償化となりました。以下の通りです。



就学支援金の申請方法・時期について

申請は令和８年度新入生も２年生・３年生についても、４月初旬にオンライン申請（e-Shien）で行います。

専用のログインIDとパスワードでログインし、必要事項を入力し申請してください。

申請方法が判らない場合は、当校ホームページに載せているマニュアルをご確認ください。

他の申請方法としては申請書（紙）と住民票・パスポート・在留カードなどのいずれか国籍の判るものを添

付していただき、申請する方法もあります。

年に一度申請すると国籍が変わる事が無い限り、申請は必要ありません。

現在設定されている授業料は国籍が判明した時点で変更となる可能性があります。その際はお知らせをいた

しますが、ご理解を宜しくお願い申しあげます。



授業料軽減について

令和７年度同様に親権者様の所得を確認し、算定基準額が１５４,５００円未満の方に支給されます。授業料軽減という名称ですが、

当校では施設維持費に２,０００円支給されます。

該当となる親権者合計所得は５９０万円未満です。世帯構成により変動があります。

算定基準額＝（課税標準額×６％）－市民税の調整控除額（親権者全員分の合計）で求めます。市民税の調整控除額は政令指定都市

の場合は４分の３を乗じます。

オンライン申請（e-Shien）で行っておりましたが、国籍だけを確認するシステムとなりますので、申請書と一緒に「所得証明書」

等を親権者全員提出していただくことになります。

所得証明書については令和８年４月～６月は令和７年度の所得証明書（令和６年１月～１２月の所得）を、令和８年７月～令和９年

３月は令和８年度の所得証明書（令和７年１月～１２月までの所得）を取得してください。

申請書は４月に必ず提出してください。７月以降に算定基準額が変更となる可能性があるためです。



奨学のための給付金について
昨年度までは非課税の方が対象でしたが、親権者の所得合計が約４９０万円程度まで支給されます。
7月1日時点での税額ですので7月1日以降の申請となります。

所得金額

生活保護世帯 親権者全員の所得割
合計が０円

親権者全員の所得割合計が
１０５,５００円未満

親権者全員の所得割合計が
１０５,５００円以上
１８２,５００円未満

支給額
５２,６００円支給 １５２,０００円

支給
５０,６７０円支給 ３８,０００円支給

提出物 申請書 申請書 申請書 申請書

所得を
証明する
書類
(提出物)

生活保護受給証明書
を取得

所得証明書か課税
証明書など所得割
が入っている証明
書（親権者全員
分）

所得証明書か課税証明書な
ど所得割が入っている証明
書（親権者全員分）

所得証明書か課税証明書な
ど所得割が入っている証明
書（親権者全員分）

一定の理由により家計急変として収入が４９０万円程度に減少した方にも支給されますので、学校事
務までご相談ください。
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